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◎監督員の職務について（関連法規の抜粋） 

【地方自治法】 

(契約履行の確保) 

第234条の2 

普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の

職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又は

その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要があ

る場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確

認を含む｡）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 

【地方自治法施行令】 

(監督又は検査の方法) 

第167条の15 

地方自治法第234条の2第1項の規定による監督は、立会い、指示その他の方

法によって行わなければならない。 

【建設業法】 

(現場代理人の専任等に関する通知) 

第19条の2 

２ 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、

当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注

文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければなら

ない。 

【三重県会計規則】 

(監督） 

第84条 契約締結権者は、契約の相手方の工事の施行についての監督を自ら又

は職員に命じて行わなければならない。 

【三重県建設工事執行要領】 

(監督の方法) 

第15条 前条の規定により監督員に選任されたものは、別に定める建設工事監

督要領に基づいて工事の監督を行わなければならない。 
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【建設工事請負契約書】 

(監督員) 

第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければ

ならない。監督員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく

発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したも

ののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

（１）この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、

承諾又は協議 

（２）設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注

者が作成した詳細図等の承諾 

（３）設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事

材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 

３ 発注者は２名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあっては

それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注

者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注

者に通知しなければならない。 

４ 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行

わなければならない。 

５ この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、

設計図書に定めるものを除き監督員を経由して行うものとする。この場合に

おいては、監督員に到達した日をもつて発注者に到達したものと見なす。 

（工事関係者に関する措置請求) 

第12条 

２ 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（こ

れらの者と現場代理人を兼任する者は除く。）その他受注者が工事を施工す

るために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著し

く不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示

した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき

は、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべ

きことを請求することができる。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第13条 
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２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下本条におい

て同じ。）を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該

検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検

査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日か

ら７日以内に応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工

事現場外に搬出してはならない。 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等) 

第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合に

ついて見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会い

を受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならな

い。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定され

た工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図

書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料

の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該

見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請

求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求され

たときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に

応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通

知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して

使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、

当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又

は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受

けた日から７日以内に提出しなければならない。 

（支給材料及び貸与品) 

第15条 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの

上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならな

い。 
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（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 

第17条 

２ 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違

反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破

壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施行部分が設計図書に適合しない

と認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるとき

は、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施行部分を最小限度破壊し

て検査することができる。 

 (条件変更等) 

第18条 受注者は工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を

発見したときには、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなけ

ればならない。 

（１）図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しな

いこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

（２）設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

（３）設計図書の表示が明確でないこと。 

（４）工事現場の形状・地質・湧水等の状態、施行上の制約等設計図書に示さ

れた自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

（５）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない

特別な状態が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認請求されたとき又は自ら同項各号に掲げ

る事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければな

らない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ず

に行うことができる。 

(臨機の措置) 

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置

をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、

受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急

やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ち

に通知しなければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、
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受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

【三重県建設工事共通仕様書】 

第１編 1-1-8 監督員及び支援技術者 

１．監督員 

当該工事における本仕様書で規定されている監督員とは、複数監督員制の場

合は「総括監督員」、「主任監督員」、「専任監督員」及び「補助監督員」を

総称する。また、単数監督員制の場合は「監督員」及び「補助監督員」を総称

する。これらの監督員については、全ての監督員が配置される場合、一部の監

督員が配置される場合、兼務して配置される場合がある。受注者には主として

主任監督員及び専任監督員が対応する。 

２．監督員の業務分担 

これら監督員の標準的な業務分担は、別表のとおりとする。また、工事ごと

に業務分担を定める場合は、別途通知するものとする。 

３．監督員の権限 

当該工事における監督員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項であ

る。 

４．監督員の権限の行使 

監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、

緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものと

する。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者

の両者が指示内容等を確認するものとする。 

５．支援技術者 

受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した、支援技術者の配置

が明示された場合には、次の各号によらなければならない。 

（１）支援技術者が監督員に代わり、現場で立会等の臨場をする場合には、そ

の業務に協力しなければならない。又、書類（計画書、報告書、データ、

図面等）の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければなら

ない。ただし、契約書第９条に規定する監督員でなく、指示、承諾、協議

及び確認の適否等を行う権限は有していないものである。 

（２）監督員からの受注者に対する指示又は、通知等を支援技術者を通じて行

うことがあるので、この際は監督員から直接指示又は通知等があったもの

と同等である。 

（３）監督員の指示により、請負者が監督員に対して行う報告又は通知は支援

技術者を通じて行うことができるものとする。 


